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調布市立第六中学校 運動・文化部活動に関する活動方針 

調布市立第六中学校  校 長 佐伯 あつ子 

本校における 

部活動の方針 

本校では，調布市教育委員会における運動・文化部活動に関する基本方針に則り，

生徒にとって望ましいスポーツ環境や芸術・文化に親しむ機会を構築し，運動や芸術

を通し，徳・知・体の調和のとれた心身の成長，並びに豊かな心や創造性の涵養を図

るという観点に立ち，以下の４点に重点を置き，学校，地域，競技種目等に応じた多

様な運動・文化部活動が実践される機会を保障することを目指す。 

1． 各部活動の実態に応じ，外部指導員の配置や複数顧問体制を整え，生徒の活動の

的確な把握，部活動の適切な運営・管理体制の確保を行う。 

2． 生徒の安全を第一に考え，生徒の心身の健康管理，事故防止に向けた安全対策，

体罰・ハラスメントの根絶の徹底を行う。 

3． 学校と地域・保護者は共に子供の健全な育成のための協力者であるという考えの

下，地域・保護者と連携を密に図る。 

4． 部活動の目的が達成できるよう，生徒が十分な日数の活動に参加することを促

し，生徒に身に付けたい資質・能力を確実に育む。 

適切な休養日の

設定方針 

【休養日】 

1． 学期中は，週当たり 2 日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも 1 日，週休

日は少なくとも 1 日を休養日とし，休養日の確保ができなかった場合は，他の日

に振り替える。） 

2． 長期休業中の休養日の設定についても，１に準じた扱いを行う。また，生徒が十

分な休養を取ることができるとともに，運動部活動以外にも多様な活動ができる

よう，長期の休養期間（5 日以上）を設ける。 

【活動時間】 

1. 1 日の活動時間は，通常授業日の平日では準備・片付けを含め 2 時間 30 分程度，

週休日（祝日等を含む）及び長期休業中は原則 3 時間程度（準備・片付けを含む）

とし，できるだけ短時間に，合理的でかつ効果的・効率的な活動を行う。 

設置されている 

運動部活動 
野球             サッカー 

バスケットボール男子     バスケットボール女子 

女子バレーボール       女子ソフトテニス 

バドミントン（男女）     アルティメット（学校公認クラブ） 

設置されている 

文化部活動 
美術             合唱             囲碁            

家庭科            競技かるた          パソコン 


